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介護保険・総合事業利用料について 

２０２０年 ４月 1日 

介護保険適用のサービスについては、１割～３割が利用者負担となります。 

（１）介護サービス 

下記利用者負担分は、特定事業所加算（１）を含んだ金額となります。 

サービス種

類 
利用時間 １割負担 ２割負担 ３割負担 備  考 

①生活援助 ２０分以上４５分未満 ２１８円 ４３６円 ６５４円 ①早朝（６：００～８：０

０）、夜間（１８：００～２

２：００）は、基本料金の２

５％増しになります。                 

②二人の訪問介護員によるサー

ビスは、二人分の料金となりま

す。 

  ４５分以上 ２６９円 ５３８円 ８０７円 

②身体援助 ２０分未満 １９９円 ３９８円 ５９７円 

     ２０分以上３０分未満 ２９９円 ５９８円 ８９７円 

  ３０分以上６０分未満 ４７４円 ９４８円 １４２２円 

  ６０分以上９０分未満 ６９２円 １３８４円 ２０７６円 

      以降３０分を増すごとに １００円 ２００円 ３００円 

③緊急時訪問介護加算 １００円 ２００円 ３００円   

④初回加算 ２００円 ４００円 ６００円 

⑤生活機能向上連携加算（Ⅰ） １００円 ２００円 ３００円 

⑥生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００円 ４００円 ６００円 

⑦同一建物減算 事業所と同じ建物の場合、所定金額の１０％減算 

介護職員処遇改善加算 上記サービス（①～⑦）にかかる金額の１３．７％ 

介護職員特定処遇改善加算 上記サービス（①～⑦）にかかる金額の６．３％ 

 

（２）総合事業 

サービス

種類 
対象者 

頻

度 
  １割負担 ２割負担 ３割負担 備考 

訪問型サ

ービス                

①事業対象者・

要支援１・２ 

週
１
回 

回数 ２６７円 ５３４円 ８０１円 月４回まで 

月額 １１７２円 ２３４４円 ３５１６円 上記回数を超える場合 

日割 ３９円 ７８円 １１７円 ＊日割り要件に該当する場合 

②事業対象者・

要支援１・２ 

週
２
回 

回数 ２７１円 ５４２円 ８１３円 月８回まで 

〇生活援助 
月額 ２３４２円 ４６８４円 ７０２６円 上記回数を超える場合 

日割 ７７円 １５４円 ２３１円 ＊日割り要件に該当する場合 

〇身体介護 
③要支援２ 

週
２
回
以
上 

回数 ２８６円 ５７２円 ８５８円 月１２回まで 

月額 ３７１５円 ７４３０円 １１１４５円 上記回数を超える場合 

      日割 １２２円 ２４４円 ３６６円 ＊日割り要件に該当する場合 

④初回加算     ２００円 ４００円 ６００円     

⑤生活機能向上連携加算   １００円 ２００円 ３００円     

⑥同一建物減算 事業所と同じ建物の場合、所定金額の１０％減算   

介護職員処遇改善加算１ 上記サービス（①～⑥）にかかる金額の１３．７％   
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介護職員等特定処遇改善加算１ 上記サービス（①～⑥）にかかる金額の６．３％   

 


